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はじめに 

 学校における危機管理の対象となるものは、学校教育に関して生じうるあらゆる事件・事故である。本マニュ

アルでは、特に自然災害や学校被災に関わるもの、生徒・職員に関する学校内外での事件・事故、不審者の

侵入等の対応手順を示した。ただし、個々の状況においては臨機応変の対応が必要となることも考えられるの

で、機械的に処理することなく柔軟な処理が求められる。 

 

１ 「常在危機」の危機管理意識 

 学校における危機的状況を未然に防ぐことが求められるが、それでも想定外の自然災害、人的災害は発生

する。想定外を可能な限り想定内に近づけるためには、「常在危機」の意識を持ち、様々な状況にどう対処する

か、起こりうる最悪の事態を想定しながら、危機的状況を最小限に止める努力を常にしておかなければならな

い。 

 

２ 報(告)･連(絡)･相(談)の徹底と危機管理 

 緩慢微細な危機の連鎖が緊急重大な危機を生む。突発の事件・事故も含めて、日頃の備えによって危機の

回避や軽減を図れる場合が多い。「常在危機」の観点から、危機管理の第一歩としての報連相を徹底していく

ことが大切である。 

 

３ 危機対応の基本的事項 

 実際の対応については以下の基本的事項を踏まえ、適切な対応をしていくことが求められる。 

（１） 生命尊重を第一として対応する。 

（２） 生徒に係る事象の場合は、生徒の基本的人権を尊重して対応にあたる。 

（３） 保護者や関係者の心情に配慮し、誠意と責任をもって対応にあたる。 

（４） 第一報の報告先および報道機関等、外部への対応窓口は副校長・教頭とし、一本化する。 

（５） 事件・事故の記録化を必ず行う。発生した日時、場所、状況、内容、経過等について必ず記録し、   

二度と起こさないための対応策を検討する。 

 

４ 報道機関への対応 

（１） 外部対応の窓口は副校長・教頭とし、一本化する。 

（２） 当事者の氏名公表等については、プライバシー保護の観点から事前に十分に検討する。 

（３） 事件・事故までの経緯や学校のとった措置については、可能な限り最大限記録化しておき、予想   

や憶測を廃して事実に基づいて公表する。 

（４） 現時点で明確でない事項については「事実関係について調査中である」とのみ伝える。 

（５） 責任逃れをすることなく、判断に迷う内容については最終責任者である校長の責任において話   

す。 

（６） 会見の場所と時間は統一して設定する。 

（７） 職員・生徒の批判や差別的表現は厳に慎む。 
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日向高等学校の防火設備（防火扉・シャッター） 

１． 煙探知機 

 ●各天井に設置してあります。（防火扉付近・教室等） 

２． 防火扉及びシャッター 

（１） 教室棟 

          

※ 火災時は上から下に閉まりますので、横に設置されている防火扉より脱出する。 

狭いので押さないで逃げること。（幅は教室入り口程度のサイズです） 

（２） 管理棟 

          

※ 火災時は上から下に閉まりますので、横に設置されている防火扉より脱出する。 

狭いので押さないで逃げること。（幅は教室入り口程度のサイズです） 

 

 



3 

 

（３） 体育館 

          

※ 火災時は上のように閉まりますので、中に設置されている防火扉より脱出する。 

狭いので押さないで逃げること。（幅は教室入り口程度のサイズです） 

（４） 玄関（事務室前） 

       

※ 火災時は閉まりますので、扉を開けて脱出する。（鍵は手動で開きますので慌てず開けるようにしてくださ

い）狭いので押さないで逃げること。 

 

◎ 各階に常設してある赤い消火栓は火災が発生して警報が鳴ると最寄りのところに水が流れ

る（水圧が高まる）ようになっていますので、格納扉を開けバルブをひねるとホース先より水が

放水されます。（通常時は出ません） 
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避難経路図 
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  出入り口       

＊避難する時は近くの混雑しない避難経路で素早く避難をします!経路の確認を！  
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（管理棟の場合）    

＊避難する時は近くの混雑しない避難経路で素早く避難をします!経路の確認を！ 
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１ 火 災（授業時の発災） 

 

初
期
消
火 

○ 近隣の職員 

○ 消化器による初期消火 

○ 鎮火に成功しても対策本部
を通じ１１９番通報し現場検

証のため現状を維持 

消火不可能の場合 

炎が人の背丈以上 

になったら避難し 

対策本部を通じて 

１１９番通報 

 

 

発
見
者 

① 火災報知器にて発報または大声で火災の発生を周知させる 

② 近くに生徒がいる場合は、近隣職員と協力して生徒の安全確保および避難誘導 

③ 近隣職員と協力して管理職へ連絡 

 

 

 

初
期
対
応 

④ 火災報知器にて発報、１１９番通報、１１０番通報、日向市役所および企業警備への連絡（事務） 

⑤ 対策本部の設置（管理職、防災担当、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事） 

⑥ 人的・物的被害状況について県教委へ第一報（校長） 

 

 

 

避
難
誘
導
・
非
常
持
出 

⑦ 担任・授業担当者は、延焼防止のため 

教室のドアと窓を閉めたうえ、出席簿 

を携帯して生徒を避難誘導 

⑧ 避難後、人員確認報告 

（担任→学年主任→教頭）、そのまま待機 

⑨ 非常持出品の確認・搬出（学校防災計画による)

（副校長・教頭、事務長、関係者） 

     □ 指導要録  （教務） 

     □ 学校沿革史（副校長・教頭） 

     □ 卒業証書授与台帳（事務） 

     □ 学校日誌  （教務） 

     □ 休暇処理簿（副校長・教頭・事務） 

     □ 職員出勤簿（副校長・教頭・事務） 

   □ 旅行命令書（事務） 

     □ 保健日誌  （養護教諭） 

     □ 健康診断表（養護教諭） 

     □ 給与関係書類（事務） 

     □ 職員履歴書（事務） 

     □ 備品台帳  （事務） 

     □ 関係領収書（事務） 

⑩ 自衛消防組織による消火作業 

         （学校防災計画による) 

⑪ 消防による消火作業 

⑫ 生徒の安全確認 

⑬ 医療機関との連絡体制の確保 

消
火
作
業
・
生
徒
の
安
全
確
認 

 

 

 

 

 

処
理
報
告 

⑭ 鎮火後の処理 

⑮ 被害状況について県教委への報告（校長）  

 

 記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生 
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２ 火 災（夜間、休日の発災） 

 

 

 

              

 

 

休日 ① 火災報知器にて発報（→消防、企業警備） 

② 警備員へ通報 

③ 警備員、火災報知器発報、企業警備報告 

④ 警備員、管理職へ連絡 

⑤ 火災警報機の発報（→消防、企業警備） 

⑥ 企業警備より管理職へ通報 

 

夜
間
対
応 

発
見
者 

 

 

 

状
況
確
認
対
策
立
案 

⑦ 管理職は登庁して学校の被害状況を確認

するとともに関係職員を招集 

⑧ 対策本部の設置（管理職、防災担当、教務

主任、生徒指導主事、進路指導主事） 

⑨ 職員の緊急招集（教務、生指） 

⑩ 状況について県教委へ第一報（校長） 

発
見
者 

○ 警備員、登庁職員 

○ 消火器による初期消火 

○ 鎮火に成功しても現場検証のため現状を維
持 

○ 消火不可能の場合、炎が人の背丈以上にな
ったら避難する 

 
⑪ 自衛消防組織による消火作業 

（学校防災計画による) 

 

 

 

非
常
持
出 

⑫ 非常持出品の確認・搬出（学校防災計画による)

（副校長・教頭、事務長、関係者） 

     □ 指導要録  （教務） 

     □ 学校沿革史（副校長・教頭） 

     □ 卒業証書授与台帳（事務） 

     □ 学校日誌  （教務） 

     □ 休暇処理簿（副校長・教頭・事務） 

     □ 職員出勤簿（副校長・教頭・事務） 

   □ 旅行命令書（事務） 

     □ 保健日誌  （養護教諭） 

     □ 健康診断表（養護教諭） 

     □ 給与関係書類（事務） 

     □ 職員履歴書（事務） 

     □ 備品台帳  （事務） 

     □ 関係領収書（事務） 

⑬ 消防による消火作業 

消
火
作
業 

 

 

 

処
理
報
告 

⑭ 鎮火後の処理                        

⑮ 被害状況について県教委への報告（校長） 

 

 記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生 
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３ 地 震（授業時の発災） 

 

  

 

 
初
期
対
応 

① １１９番通報（校長） 

② １１０番通報（校長） 

③ 消火班による初期消火 

④ 非常持出品の確認 

 

 

消防による

消火活動 

 

 

 

 

第
一
次
措
置 

① 理科室、家庭科室等で火を使った実験・実習の場合は速やかに火気を遮断する（教科担） 

② 生徒への指示（教科担、学級担任） 

(ア) 教室、特別教室等の室内では、棚やロッカーから離れ、机の下に身を隠して机の脚を掴む   
よう生徒へ指示 

(イ) 体育館では頭や首を両手でかばい落下物に注意しながらフロア中央部に集合させる 

(ウ) グラウンドでの授業、部活動の場合には中央部に集まり、指示を待つ 

③ 職員はドアの開放等により出口を確保のうえ、自身の身の安全をはかる 

 本震終息後 

 

 

本
部
設
置 

④ 対策本部の設置（管理職、防災担当、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事） 

 

 

 

第
二
次
措
置 

⑤ 揺れがおさまり避難可能な状況である事を確
認（管理職、防災担当） 

⑥ 校内放送（職員室または事務室／停電の場
合にはハンドマイク等）にて指示を待つこと、負
傷者の有無等を放送（教頭） 

⑦ 安全確認後、校内放送（ハンドマイク）でグラ
ウンド等への避難を指示 

（副校長・教頭、事務長、防災担当） 

⑧ 担任・授業担当者は出席簿を携帯して生徒を
避難誘導 

⑨ 避難後、人員確認のうえ報告 

（担任→学年主任→副校長・教頭）、待機 

⑩ テレビ、ラジオ等による情報収集 

  （管理職、防災担当） 

⑪ 地域の被害等の情報収集  

日向市役所、日向警察署 

  （管理職、防災担当） 

⑫ 校内の被害状況の確認・報告 

（担当者→副校長・教頭） 

⑬ 重度の負傷者がいる場合は１１９番通報   
（副校長・教頭） 

⑭ 軽度の負傷者については養護教諭他救護  
班で一次処置対応 

⑮ 医療機関との連絡体制の確保 

 

 

 

報
告 

⑯ 学校および地域の被災状況について県教委へ第一報（校長） 

対
策 

⑰ 下校・帰宅に関する交通手段、状況把握と下校計画、帰宅困難生徒の把握 

（副校長・教頭、事務長、防災担当、教務主任、生徒指導主事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
火災発生 
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４ 地 震（夜間、休日の発災） 

 

 

 

                       学校周辺に 

                 重大な災害をもたら 

              した、または被害が学校 

       にも及んだと予想される  

        地震の発生 

 

 

 

 ※通信網途絶等により連絡 

 確認の不可能な場合は職員 
各自の判断により、下記①～⑦に
ついて行動する 

 

 

 

 

 

 

 県内で震度６弱以上の地震が発生した場
合 

県内で震度５弱～震度５強の地震が発生
した場合 

第一次情報の
収集確認 

全職員は登庁して配置につく。 
① 対本部の設置（管理職は学校の被況
を確認） 

② 地域の被害等の情報収集 

日向市役所、日向警察署 

③ テレビ、ラジオ等による情報収集 

 

校長、副校長・教頭、事務長は登庁して配
置につく 

① 対本部の設置（管理職は学校の被況
を確認） 

② 地域の被害等の情報収集・日向市役
所、日向警察署 

③ テレビ、ラジオ等による情報収集 

第２次情報の
収集確認 

④ 職員緊急連絡網により職員の被災状  
況を確認（管理職） 

⑤ 可能な職員は出勤して情報収集にあ  
たる 

⑥ 生徒緊急連絡網により生徒の地域の  
被災状況を確認（担任、副担任、学年  
団） 

⑦ 学校、職員、生徒の被災状況について
の情報を集約（副校長・教頭） 

④ 職員緊急連絡網により職員の被災状
況を確認（管理職） 

⑤ 可能な職員は出勤して情報収集にあ
たる 

⑥ 生徒緊急連絡網により生徒の地域の
被災状況を確認（担任、副担任、学年
団） 

⑦ 学校、職員、生徒の被災状況について
の情報を集約（副校長・教頭） 

県教委への報
告 

⑧ 学校および地域の被災状況について
県教育委員会へ第一報（校長） 

⑧ 学校および地域の被災状況について
県教育委員会へ第一報（校長） 

現状分析と今
後の対策 

⑨ 不足情報の収集、生徒への伝達手段  
の確保、出勤不可能職員への措置 

⑩ 緊急避難場所となった場合の学校管  
理体制の発動 

⑨ 不足情報の収集、生徒への伝達手段
の確保、出勤不可能職員への措置 

⑩ 緊急避難場所となった場合の学校管
理体制の発動 

 

 

記録欄 
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５ 津波（授業時の発災） 

① 生徒への指示（教科担、担任） 

(ア) 教室、特別教室等の室内では、棚やロッカーから離れ、机の下に身をかく

して机の脚を掴むよう生徒へ指示 

(イ) 体育館では頭や首を両手でかばい落下物に注意しながフロア中央部に

集合させる 

(ウ) グランドでの授業、部活動の場合には中央部に集まり、指示を待つ 

② 職員はドアの開放等により出口を確保のうえ、自身の身の安全をはかる 

 

③ 安全確認後、校内放送（ハンドマイク）でグランドへの避難誘導 

④ 生徒への指示（教科担、担任） 

(ア) 校舎内は倒壊などの恐れがあるため、避難経路に沿って一時グランドに

避難する 

(イ) 避難経路が危険であると判断した場合は、安全を確保しながら他の経路

で避難させる 

⑤ 職員はドアの開放等により出口を確保のうえ、自身の身の安全をはかる 

 

⑥ 本部設置 

(ア) 津波予報区「宮崎県」に大津波警報または津波警報が発令された場

合、対策本部を設置し、所属長の判断により職員参集・配置する 

(イ) テレビ、ラジオなどによる情報収集（予想波高、到達時間等） 

(ウ) 地域の被害等の情報収集・日向市役所、日向警察署 

 

⑦ 職員は、（生徒の）人員・負傷者の確認と報告 

（担任→学年主任→副校長・教頭） 

⑧ 負傷者の応急処置・医療機関への連携（養護教諭） 

⑨ 生徒の不安への対処・安全確保と一時待機 

⑩ 津波の発生状況に応じて校内放送（ハンドマイク）で前庭・校舎への避難

誘導 

 

⑪ 学校及び地域の被災状況について県教委へ第一報（校長） 

⑫ 教職員各自の役割確認と校長の業務支持 

⑬ 地域の被災状況・危険箇所などの関係機関への連絡（事務長） 

 

⑭ 下校・帰宅に関する交通手段、状況把握と下校計画、帰宅困難性との把

握（学年主任・担任・副担任） 

⑮ 保護者への引き渡し（担任・副担任） 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

 

【本震終息後】 

グラウンドへ避難 

津波の確認 

  

避難後の安全確認 

高台へ避難 

 

他の機関との連携 

 

待機場所としての対応 

保護者への連絡 
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６ 津波（夜間・休日の発災） 

 

学校周辺に重大な災害をもたらした、または被害が学校に及んだと予想され

る地震 

 

 

 

① 本部設置 

(ア) 津波予報区「宮崎県」に大津波警報または津波警報が発令された場

合、対策本部を設置し、所属長の判断により職員参集・配置する 

  （校長、副校長・教頭、事務長は登庁して学校の被害状況を確認する） 

(イ) テレビ、ラジオなどによる情報収集（予想波高、到達時間等） 

(ウ) 地域の被害等の情報収集・日向市役所、日向警察署 

(エ) 長時間待機できる避難待機場所開設 

 

② 職員連絡網により職員の被災状況を確認（校長、副校長・教頭、事務長） 

③ 可能な職員は出勤して情報収集にあたる 

④ 生徒緊急連絡網（登下校中避難場所調査用紙）により生徒地域の被災

状況を確認（担任、副担任、学年団） 

⑤ 学校、職員、生徒の被災状況について情報を集約（副校長・教頭） 

 

⑥ 学校及び地域の被災状況について県教委へ第一報（校長） 

⑦ 教職員各自の役割確認と校長の業務支持 

⑧ 地域の被災状況・危険箇所などの関係機関への連絡（事務長） 

 

⑨ 緊急避難場所になった場合の学校管理体制の発動 

 

 

記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震発生 

 

本部の設置 

 

一時緊急避難所開設 

情報収集 

津波注意報発令 

 

 

報告 
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● 津波に対する心得（授業時、夜間、休日の発災） 

 東日本大震災では、岩手、宮城、福島県を中心とした太平洋沿岸部を巨大な津波が襲いました。各地を襲

った津波の高さは、福島県相馬では 9.3m 以上、岩手県宮古で 8.5m 以上、大船渡で 8.0m 以上、宮城県

石巻市鮎川で 7.6m 以上などが観測されたほか、宮城県女川漁港で 14.8m の津波痕跡も確認されていま

す。また、遡上高（陸地の斜面を駆け上がった津波の高さ）では、全国津波合同調査グループによると、国内観

測史上最大となる 40.5mが観測されました。  

 国土地理院によると、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の６県 62 市町村における浸水範囲面積の合計

は 561km2。これは、山手線の内側の面積の約９倍にあたります。また、同院が公開した浸水範囲概況図か

ら、今回の津波が、仙台平野等では海岸線から約 5km内陸まで浸水していることが確認されています。  

 

① 地震にあったら、まず身の安全！ 

 地震を感じたらテーブルなどの下に身を伏せ、揺れが収まるのを待つ。身の安全が確保されたら津波

に注意し、急いで海辺から離れ高台へ避難する。 

 

② 正しい情報を入手する！ 

 災害が発生したときにはデマが飛び交いがちになるので、噂に惑わされず、テレビ、ラジオや防災行政

無線等からの情報に注意し、正しい状況の把握に努める。 

 

③ 警報・注意報が出たらすぐ避難！ 

 警報・注意報を知ったら、すぐに避難しましょう。地震を感じなくても、津波が襲来することがあります。   

また、小さい津波でも場所によっては、思わぬ高さに達することがあります。 

 

④ 家を出るときは！ 

 慌てず、落ち着いて、周囲の確認を。余震によって瓦やガラス、看板が落ちてくる危険性があります。   

近所や周囲の人にも声をかけて、お年寄りや子どもなどの避難に協力しましょう。 

 

⑤ 避難は原則徒歩で！ 

 避難するときは、やむを得ない場合を除き、徒歩で避難しましょう。車等を使用すると、渋滞を引き起こ

し、避難や救護に支障をきたします。 

 

⑥ 海や川に近づかない！ 

 防波堤や堤防が地震の影響を受けている恐れや、津波が見えていない場合があり非常に危険です。ま

た、川に沿って上流側へ追いかけてくるので、川に対して直角方向に避難しましょう。 

 

⑦ 解除までは気をゆるめない！ 

 津波は時間をおいて、繰り返し襲来します。第１波より、第２波、第３波の方が大きくなることがあります

ので、警報、注意報が解除されるまで注意しましょう。 

 

⑧ 協力し合って応急救護！ 

 地震時や避難時に多数の負傷者が出れば、ご近所や周囲の人と助け合い、地域や学校で協力し合っ

て避難しましょう。（地域の自主防災組織がある場合は、対応について確認しておきましょう） 
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７ 風水害（授業時の発災が予想される場合） 

 

発
災 

① 台風、大雨等による風水害のため授業の継続が困難と予想される状況の発生 

② 台風、大雨等による風水害のため翌日の登校が困難と予想される状況の発生 

 

 

情
報
の
収
集
分
析 

③ 大雨警報又は洪水警報が発令された場合、所属長の判断により対策本部を設置（管理職、防災

担当、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事、学年主任等）する。 

④ マスメディア、インターネット等による最新の気象情報収集（副校長・教頭） 

テレビ、気象庁・ウエザーニュース等のＨＰ 

⑤ 関係機関と連絡をとり地域の気象・道路・交通機関等についての情報を収集 

  （副校長・教頭、事務長、防災担当、教務主任、生徒指導主事、進路指導主事） 

    日向市役所、日向警察署、門川町、延岡市、美郷町、宮崎交通、ＪＲ 

⑥ 今後の情勢推移について分析、判断（対策本部） 

 

 

一
次
措
置 

⑦ 生徒の下校が必要と判断した場合には緊急職員連絡会を実施（校長） 

⑧ 緊急職員連絡会にて生徒の下校措置、校内の暴風雨対策について指示（校長） 

⑨ 経過と措置について県教委へ第一報（校長） 

 

 

二
次
措
置 

⑩ 生徒への下校指示、帰宅困難生徒の把握（担任、学年団）、家庭への連絡（マメールの活用） 

⑪ 帰宅困難生徒の校内措置（教務） 

⑫ 下校路に危険が予想される場所については必要に応じて立ち番指導（生徒指導部） 

⑬ 全職員で校内の暴風雨対策（屋外の飛散物固定、窓閉確認、危険箇所確認） 

    災害終息 

 

事
後
措
置 
⑭ 生徒の罹災状況確認（担任、学年団）、施設の罹災状況確認（対策本部、事務） 

⑮ 罹災状況の集約（副校長・教頭）と県教委への報告（校長、財務福利課：事務長） 

 

 記録欄 
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８ 風水害（休日・夜間の発災） 

 

発
災 

 台風、大雨等による風水害のため翌日の登校が困難と予想される状況の発生 

 

 

 

情
報
の
収
集
分
析 

① 状況により管理職は登庁(もしくは連絡を取る) 

② 大雨警報又は洪水警報発令時で、対策本部を設置（管理職、防災担当、教務主任、生徒指導主

事、進路指導主事、学年主任等）した場合、可能な範囲で連絡を取り、 

所属長の判断により、職員参集･配備する。 

③ マスメディア、インターネット等による最新の気象情報収集（副校長・教頭） 

テレビ、気象庁・ウエザーニュース等のＨＰ 

④ 可能な限り関係機関と連絡をとり地域の気象・道路・交通機関等についての情報を収集（副校長・

教頭、事務長、防災担当、教務主任） 

日向市役所、日向警察署、門川町、延岡市、美郷町、宮崎交通、ＪＲ 

⑤ 今後の情勢推移について分析、判断（対策本部） 

 

 

 

対
策
措
置 

⑥ 風水害が予想される場合は、自宅待機、臨時休校等の措置を決定（校長） 

⑦ 職員連絡網により措置について連絡（副校長・教頭→職員） 

⑧ 生徒連絡網により措置について連絡（担任→生徒） 

⑨ 県教委へ報告（校長） 

⑩ 施設に罹災のある場合は状況を集約して県教委へ報告（事務長） 

 

 記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災情報 

・ 気象庁ウェブページ 

・ ハザードマップポータルサイト 

・ 防災情報のページ(内閣府)  

・ レーダーナウキャスト(降水・雷・竜巻)(気象庁) 

・ 高解像度降水ナウキャスト(気象庁) 
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９ 不審者侵入防止及び不審者対応 

(１) 不審者侵入防止 

① 校門 駐車場所（前庭）の案内・受付案内（事務室）の看板設置 

② 校門から校舎入口 
死角を排除するため駐車場所は前庭に限定する 
前庭からの通路に関しては『部外者立入禁止』の看板設置 

③ 校舎への入口 

職員、生徒以外の入口を正面玄関に限定する 

事務室にて受付し名簿記載の後に名札着用 
※名札未着用の来校者には職員が躊躇することなく確認・声掛けをする 

 
(２) 不審者対応 

         

 

 

不審者発見 

発見者 
応援職員 

(複数対応) 

① 発見者は直ちに最寄りの教職員へ連絡 

② 一人は事務室、副校長・教頭へ状況報告 

③ 危険人物かどうかの見極め(名札の着用) 

④ 複数で校外への退出を説得、可能であれば付き   

添って退校を見届ける 

⑤ 人物の特徴等を対応者で協議・記録 

            退出せず危険を感じた場合 

緊急通告 

情報集約 

⑥ 武器・凶器・刃物の所持や危険行動など危険を認知したら直ちに大声で周囲に知ら
せるとともに、校内へ連絡する（校内電話、携帯電話等、複数の職員で様々な手段を

講ずる）（発見者、応援者） 

⑦ 情報を集約し、管理職、生徒指導主事、進路指導主事、教務主任、学年主任で状 

況分析と対応について緊急会議 

緊急連絡 

負傷者搬送 

保護者連絡 

⑧ 校長の判断で生徒の避難誘導、警察、救急への連絡等を決定 

⑨ 警察へ１１０番通報、負傷者のある場合は１１９番通報（副校長・教頭、事務長） 

⑩ 負傷者等のある場合は、救急車等にて病院へ搬送（養護教諭、担任等） 

⑪ 生徒の傷病の程度、搬送先病院等を保護者へ連絡（担任、学年主任） 

県教委報告 ⑫ 県教委へ第一報（校長） 

 

危険回避 

避難誘導 

行動阻止 

記 録 

⑬ 校内放送にて避難誘導を指示。（副校長・教頭、生徒指導主事） 

⑭ 生徒の安全のために避難経路を確保し、避難誘導にあたる（全職員）  

⑮ 最寄りの職員は複数にて、安全優先で、あらゆる手段を用いて不審者の行動阻止 

にあたる（刺又、竹刀、モップ、カラー液ボール、野球ボール等、その他犯人の行動 

障害物となるもの）銃火器保持の場合以外は無理せず。 
⑯ 複数の位置から、スマホ、ビデオ、デジカメにて不審者の行動を記録しておく 

（生徒指導部、その他関係者） 

警察協力 ⑰ 警察の到着後は、可能な範囲で警察の不審者確保に協力する 

負傷者の 

状況確認 

⑱ 当該搬送生徒の状況、容体、治療等について病院より報告（搬送引率者） 

⑲ 生徒の状態によっては、校長または副校長・教頭が搬送先を訪問する 

 

状況報告 

関係者連絡 

⑳ 現時点での状況について集約分析の上、今後の対応について管理職、生徒    

指導主事、進路指導主事、教務主任で緊急会議 

㉑ 緊急職員会議を招集し、現状報告、生徒の避難維持、下校措置等今後の対応に  
ついて協議 

犯人確保 

事後対応 

㉒ 犯人確保後、生徒のメンタルケア、下校指導、保護者の迎えが必要な生徒 

  の家庭への連絡（担任、学年団、養護教諭） 

㉓ マスコミ対応は教頭（場合によっては校長）に集約する 

 

記録欄 
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１０ 弾道ミサイル発射に係る対応について 
 

① J アラートによる情報伝達と学校における避難行動 

 

弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け 

 

 

避難行動 

屋内 
○近くの建物の中や地下に避難し、床に伏せて頭部を守る 
（可能であれば頑丈な建物が望ましいが、近くにない場合はそれ以外の建物に避難） 

○近くに避難できる建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る 

屋外 
○できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する 
○床に伏せて頭部を守る 

 

 

 

 

 

 

日本に落下する可能性がある  日本の上空を通過  日本の領海外の海域に落下 

 

 

直ちに避難の呼び掛け  ミサイル通過情報  落下場所等の情報 

 

 

屋内避難は解除 

○不審なものを発見した場合には、決して近寄らず、直ちに警

察、消防や海上保安庁に連絡する 

 

落下場所等の情報収集 

 

 

追加情報があるまで引き続き屋
内避難を継続 

 

 

追加情報 

 

 

 記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

避難行動の継続 
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１１ 生徒の事件・事故 

(１) 学校内外での事故（体育、各教科、実習、登下校、部活動中等) 

  

 
心肺停止、熱中症、意識不明、骨折、負傷、火傷 他 

 

 

 

 

 

授業担当者 部顧問 発見者 周囲の協力者  

応急措置 
① 時刻・状況・事態の確認把握 

② 担架・ＡＥＤによる一次救命措置 

関連措置 

③ 活動(学習)の一時停止 

④ 関連事故の防止（指示） 

⑤ 安全な避難・誘導 

組織連絡 

⑥ 管理職、養護教諭・保健主事への連絡 

⑦ 担任、学年主任への連絡 

⑧ 情報の集約、救急車要請判断（管理職、保健主事、養護教諭） 

 

 

救急車要請 

その他搬送 

⑨ 傷病の程度により関係者で病院へ搬送（養護教諭、担任、部顧問 他） 

※ 搬送はタクシーまたは救急車を原則とするが、緊急やむを得ず自家用車を利用せ

ざるを得ない場合は校長の許可を得る。その際は万全の安全体制と交通規則遵

守に努めること。 

⑩ 救急車要請（副校長・教頭） 

・ 学校名、報告者名、電話番号（５４－３４００） 

・ 疾病者等の人数・性別・年齢・氏名 

・ 「いつ」「どこで」「どうして」「意識の有無｣「身体状況」等 

・ 救急車到着までにしておく事、学校近くではサイレンを止める事等 

 

 

 

 

 

 

保護者連絡 

⑪ 事故の状況、傷病の程度、搬送先病院等について、相手に動揺を与えぬよう落 

ち着いて連絡（担任、学年主任、養護教諭） 

⑫ 加害者のある場合は加害者の保護者にも連絡（当該担任） 

人命にかかわる場合は被害者保護者への連絡もしくは病院からの報告後 

 ⑬ 人命に関わる事故等の場合は校長または副校長、教頭が病院へ赴く 

 

 

状況報告 ⑭ 病院から学校へ診察結果・治療内容等、当該生徒の状況を報告（搬送者） 

 

 

県教委報告 ⑮ 県教委等への連絡・報告は校長が判断する 

状況まとめ ⑯ 生徒事故報告書により、事故の状況についてまとめる（副校長・教頭） 

事故発生 

＜救急車の要請基準＞ 

①呼吸停止  ②意識喪失  ③ショック症状  ④大きな開放創 

⑤けいれん ⑥広範囲の火傷  ⑦激痛の持続 ⑧骨の変形 
⑨多量の出血を伴う場合 ⑩その他発見者が必要と判断した場合 

 

 

 

＜ＡＥＤ設置場所＞ 

 ①正面玄関  ②２F渡り廊下（教室棟） 

 ③体育館入口 ④グラウンド（道具倉庫） 

＜担架設置場所＞ 

 ①保健室前    ②２F渡り廊下（教室棟） 

 ③体育館入口 ④グラウンド（道具倉庫） 
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〇心肺停止に対する応急手当 

 ・学校内外での事故（体育、各教科、学校行事、登下校、部活動等) 

  

 ★ 反応の有無を確認。 

※ 大きな声で呼びかける。 

※ 肩を軽くたたく。 

※ 何らかの反応があるか? 

 

反応なし、判断に迷う（わからない） 

 

 

● 応援を要請し、119番通報する！ 

● ＡＥＤを依頼する！ 

 

 

★ 呼吸の有無を確認 

※ 正常な呼吸をしているか。 

※ 腹部や胸部の動きを観察。 

（10秒以内で観察） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 水の事故（溺水）では、気道確保(状況に応じて人工呼吸)を優先してください。 

 

〇 心肺蘇生とＡＥＤ装着手順 

心肺蘇生・人工呼吸 → ＡＥＤを装着する 

↓ 

心電図解析 

（電気ショックは必要か？） 

 
  

 

  

  

 

                   

ショック 1回（ショック後心肺蘇生再開）  だたちに心肺蘇生を再開（本人蘇生か救急隊到着まで） 

 

 

 

 

 

胸骨圧迫 → 気道確保 → 人工呼吸 の手順で！ 

 

 

＜ＡＥＤ設置場所＞ 

 ①正面玄関  

 ②２F渡り廊下（教室棟） 

 ③体育館入口  

 ④グラウンド（道具倉庫） 

＜担架設置場所＞ 

 ①保健室前 
②２F渡り廊下（教室棟） 

 ③体育館入口  

 ④グラウンド（道具倉庫） 

 

傷病者発生 

呼吸なし 

（わからない） 

ただちに心肺蘇生を開始 

★ ｢反応あり｣の場合には、倒れた人のそばを離れず、  

全身の状態を観察する。 

 

★ ｢呼吸あり｣の場合は、気道確保を行いつつ、応援  

及び救急隊の到着を待つ。 

必要あり↓ ↓必要なし 
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〇突然死を防ぐための１０ヶ条 

 

★ 基本的な注意事項 

① 学校心臓検診（健康診断）と事後措置を確実に行う 

② 健康観察、健康相談を十分に行う 

③ 健康教育を充実し、体調が悪いときには無理をしない、させない 

④ 運動時には準備運動・整理運動を十分に行う 

 

★ 疾患のある（疑いのある）子どもに対する注意事項 

⑤ 必要に応じた検査の受診、正しい治療、生活管理、経過観察を行う  

⑥ 学校生活管理指導表の指導区分を遵守し、それを守る 

⑦ 自己の病態を正しく理解する、理解させる 

⑧ 学校、家庭、主治医間で健康状態の情報交換する 

 

★ その他、日頃からの心がけ 

⑨ 救急に対する体制を整備し、充実する 

⑩ ＡＥＤの使用法を含む心肺蘇生法を教職員と生徒全員が習得する 

 

〇頭頸部外傷対応の１０カ条 

●教師のための頭頸部外傷対応の１０カ条 

 

★ 学校行事及び体育的活動、部活動とうにおける基本的注意事項 

① 児童生徒の発達段階や技能・体力の程度に応じて、指導計画や活動計画を定める。 

② 体調が悪いときには、無理をしない、させない。 

③ 健康観察を十分に行う。 

④ 施設・設備・用具・環境条件等について継続的・計画的に安全点検を行い、正しく使用する、使用

させる。 

 

★ 頭頸部外傷を受けた（疑いのある）児童生徒に対する注意事項 

⑤ 意識障害は脳損傷の程度を示す重要な症状であり、意識状態を見極めて、対応することが重要で  

ある。  

⑥ 頭部を打っていないからといって安心はできない。意識が回復したからといって安心はできない。 

⑦ 頸髄・頸椎損傷が疑われた場合は動かさないで速やかに救急車（１１９番）を要請する。 

⑧ 練習、試合、その他活動への復帰は慎重に、十分配慮する。 

 

★ その他、日頃からの心がけ 

⑨ 救急に対する体制を整備し、充実する。 

⑩ 安全教育や組織活動を充実し教職員や生徒が事故の発生要因や発生メカニズムなどを正確に   

把握し、適切に対応できるようにする。 
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〇頭頸部外傷事故発生時の対応 

 ・学校内外での事故（体育、学校行事、登下校、部活動等) 

  

 

 

 

 

 

★ 意識障害の確認例 

● 開眼していない 

● 話すことができない 

● 時、場所、人が正確にわからない 

● 外傷前後の事を覚えていない 

 

意識障害の有無の確認 

 

 

頸髄・頸椎損傷の疑い

を確認 

 

 

脳震とう症状 

の有無を確認 

 

 

保護者に連絡して家庭

で観察 

 

 

速やかに脳神経外科を

受診させる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＡＥＤ設置場所＞ 

 ①正面玄関  

 ②２F渡り廊下（教室棟） 

 ③体育館入口  

 ④グラウンド（道具倉庫） 

＜担架設置場所＞ 

 ①保健室前 
②２F渡り廊下（教室棟） 

 ③体育館入口  

 ④グラウンド（道具倉庫） 

１１９番通報 

ＡＥＤの手配 

頸部の安静に留

意し呼吸の確認 

呼吸、体動などを再評価 

救急隊の到着を待つ 

★心肺蘇生の開始 

★ＡＥＤの手配 

頭頸部外傷発生 

 

 

 

 

意識なし 

疑いなし 

症状なし 

帰宅後異常有

り 

意識あり 

疑いあり 

症状有・回復しない 

すぐ回復 

 

 呼吸あり 

呼吸なし・わからない 
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〇熱中症対応フローチャート 

 ・学校内外での事故（体育、学校行事、登下校、部活動等) 

 

 

 

 

 

★ 四肢や腹部のけいれん（つる）と筋肉痛が起きる。 

★ 全身倦怠感、脱力感、めまい、吐き気、嘔吐、頭痛な

どが起きる。 

★ 頻脈、顔面蒼白となる。足がもつれる・ふらつく・転

倒する。 

★ 突然座り込む、立ち上がれない等 

 

意識障害を確認 

 

 

 

 

★ 涼しい場所へ避難 

★ 衣服をゆるめて寝かせる 

 

 

 

 

 

 

 

水分摂取ができるか確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過観察 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症を疑う症状 

★ 質問をして応答を見る 

● ここはどこ？ 

● 名前は？ 

● 今何をしている？ 

★ 応答がおかしい。 

★ 言動がおかしい。 

★ 意識がない。等 

 意識なし 

★ 脱衣と冷却 

救急車到着までの間、積極的に体を冷やす。 

※ 迅速に体温を下げることができれば、救命率は上がる。 

★ 水をかけたり、濡れタオルを当てて扇ぐ。 

※ 氷やアイスパックがあれば、頸部、脇の下、足の付け根など 

の大きい血管を冷やすのも良い！ 

 

できる 

できない 

病院へ！ 

● 体を冷やしながら、施設や治療スタッフが整った

集中治療のできる病院へ一刻も早く搬送する。 

★ 水分塩分を補給する 

● 水分と塩分（スポーツドリンクや経口補水液など）

を補給する。 

● 熱けいれんの場合は生理食塩水（０．９％）などの

濃いめの食塩水を補給する。 

 
症状改善 
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〇 熱中症予防の原則 

 

① 環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給 

● 暑い時期の運動はなるべく涼しい時間帯にするようにし、休憩を頻繁に入れ、こまめに水分を補給する。汗

には塩分も含まれているので水分補給は０，１～０．２％程度の食塩水が良い。運動前後の体重を測定する

と水分補給が適切であるかがわかる。体重の３％以上の水分が失われると体温調節に影響するといわれ

ており、運動前後の体重減少が２％以内におさまるように水分補給を行うのがよい、激しい運動では休憩

は３０分に１回はとることが望ましい。 

 

② 暑さに徐々に慣らしていくこと 

● 熱中症は梅雨明けなど急に暑くなった時に多く発生する傾向がある。また、夏以外でも急に暑くなると熱

中症が発生する。これは体が暑さに慣れていないためで、急に暑くなった時は運動を軽くして、１週間程度

で徐々に慣らしていく必要がある。週間予報等の気象情報を活用して気温の変化を考慮した１週間の活

動計画等を作製することも大事である。 

  

③ 個人の条件を考慮すること 

● 肥満傾向の者、体力の低い者、暑さに慣れていない者は運動を軽減する。特に肥満傾向の者は熱中こ症

になりやすいので、トレーニングの軽減、水分補給、休憩など十分な予防措置をとる必要がある。また、運

動前の体調チェックや運動中の健康観察を行い、下痢、発熱、疲労など体調の悪い者は暑い中で無理に

運動をしない、させない。 

 

④ 服装のには気をつけること 

● 服装は軽装とし、吸湿性や通気性の良い素材にする。直射日光は帽子で防ぐようにする。 

 

⑤ 具合が悪くなった場合には早めに運動を中止し、必要な処置をす    
ること。 

 

 

記録欄 
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〇歯・口（口腔）のけがの処置 

 ・ 学校内外での事故（各教科、実習、学校行事、部活、野外活動等) 

                                                                           

① 抜けたり、破折した時は、その歯を探して乾燥させないように歯の保存液に浸す。 
 

● 歯の保存液は、歯や歯根膜の乾燥を防ぎ、再植に必要な歯根膜細胞を守るために使用します。歯が抜け

た時、歯の保存液がなかったら、歯根膜細胞が浸透圧で変性しないように冷たい牛乳でも代用は可能で

す。しかし、学校では歯の保存液を保健室などに常備しておくことがおすすめです。 

        

 

 

 

② 口をぬるま湯で軽くすすぎ、汚れや血を流す。 

 

 

 

 

③ ｢歯の保存液につけた歯｣ を持って歯科医院へ！ 

 

● けがをした直後は何ともなくても、歯髄内の出血や血液の循環障害で歯髄が壊死して歯が変色し、黒ず

んでくることがあります。最初何でもないと感じても、歯の変色に気づいたら早めに受診をしてください。 

 
〇 歯・口のけがを防ぐための１０カ条 

 

★ 日頃からの管理と指導 

① 朝、授業や活動の途中・前後に健康観察をする。 
② 食事、運動、休養・睡眠の調和の取れた生活と敏捷性や調整能力などの基礎的な体力つくりに努
める。 

③ 施設・設備や用具、教室や運動場などの安全点検を行い、環境を安全に整える。 
④ 活動場所や内容、運動種目などに応じた安全対策を行う。 
⑤ 危険な行動を見つけたら、改善のための指導を行う。 
⑥ 安全な活動や用具等の使用に関するルールを決め、お互いに守るようにさせる。 

 

★ 危険を予測・回避するために。 

⑦ 事故の事例や｢ひやり・はっと｣した場面などを題材に、危険予測・回避の学習をさせる。 
⑧ 体の接触、ボールやバット・ラケット等に当たることが多い運動では、マウスガード（ピース）の着用
も検討する。 

 

★ けがをしてしまったら。 
⑨ けがをしたところを清潔にし、応急手当を行う。 
⑩ 抜けた（欠けた）歯を拾って、速やかに歯科医を受診させる。 
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〇眼の外傷対応のフローチャート 

・学校内外での事故（体育、学校行事、登下校、部活動等) 

 

※スポーツ眼外傷は眼の打撲と異物がもっと多い。ボール、シャトル、肘や手の接触あるいは転んで眼を 打っ

た時に何と言っても重要なのは、目が開くか？見えるか？である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

眼を打った 眼に入った 

目が開かない 

（ まぶたの腫

れ、痛み） 

目が開く 

痛がっている

が、ひとみや白

目に異物が刺

さっていない 

ひとみや白目

に何か異物が

刺さっている 

見えない 見える 

ぼやける 
２重に 

ダブる 

白目が 

赤い 

擦った後な

どに白目が

ブヨブヨし

ている。痒

い。 

スキーや海

水浴、プー

ル 後 数 時

間後、眼の

痛 み 、 充

血、かすみ 

眼を洗う 眼を温める 

様子をみる 

眼科受診 

症状改善しない 
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 (２) 学校内外の事件・事故（自宅、登下校時、休日等の事件・事故） 

  

  

  

  

交通事故、不審者、火事、自然災害、テロ 

 

受 報 者  

受  報 

① 事故の該当生徒について以下を確認 

氏名・性別・学年・クラス、事故の内容と発生場所、傷病の有無や程度 

入院のある場合は搬送先病院 等 

② 連絡者の、氏名、電話番号、当該生徒との関係について確認 

組織連絡 

③ 管理職へ連絡 

④ 担任、学年主任へ連絡 

⑤ 生徒指導主事、保健主事等関係職員へ連絡 

 

 

 

状況確認 

⑥ 学級担任は保護者と連絡を取り家庭訪問、または入院のある場合は搬送先病院

へ見舞いに出向き、相手方の感情に配慮しつつ状況を確認する 

⑦ 生徒指導主事は事故現場に赴き、現状確認および状況調査を行う 

⑧ 副校長・教頭は警察、消防他関係機関等に連絡を取り、事故の状況を確認する 

 

 

 

状況報告 
⑨ 当該生徒および事故の状況報告（担任、生徒指導主事、その他訪問者等） 

⑩ 人命に関わる事故等の場合は校長または教頭が病院等へ赴く 

 

 

 

県教委報告 ⑪ 県教委等への連絡・報告は校長が判断する 

状況まとめ ⑫ 生徒事故報告書により、事故の状況についてまとめる（教頭） 

 

記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を令和３年４月１日より制定 

    自転車損害賠償保険等への加入義務化となります。未成年者の加入義務は保護者になります。 

 

 

 

 

 

 

 

事故の受報 
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(３) ネット上の誹謗中傷等             

保護者の責務 

｢青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律｣ 

・子どものインターネット利用状況を適切に把握する 

・フィルタリング等の利用により、子どものインターネットの利用を適切に管理する 

・子どもがインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努める 

・不適切な利用により、売春、犯罪の被害、いじめ等々の問題が生じることに留意する 

 

 

 

 

 

 

発見者・相談者  

初期対応 
① 詳細について聞き取り、ネット上で内容を確認し印刷する(発見相談者) 

② 特定できる事実を確認しておく 

組織連絡 
③ 管理職へ連絡（発見相談者） 

④ 生徒指導主事、担任、学年主任等関係職員へ連絡（副校長・教頭） 

 

 

一次対応 

⑤ 関係者による事実確認・協議 

⑥ 当該生徒への事実確認(配慮を要する場合あり)（生徒指導主事、担任） 

保護者への連絡、必要に応じて警察等 

⑦ 管理者やプロバイダーへの連絡、削除依頼等対応連絡（保護者） 

 

 

 

 

二次対応 ⑧ 関係生徒の事実確認（担任、生徒指導主事、その他） 

⑨ 重大な案件については、事実に基づいて対応(警察)を協議する 

 

 

県教委報告 ⑩ 県教委等への連絡・報告は一次対応の時点で校長が連絡する 

状況まとめ ⑪ 生徒事故報告書により、事故の状況についてまとめる（副校長・教頭） 

 

※ ネットによる事案はプライバシーの問題から慎重に対応する必要があります。生徒から相談を受けた場

合、｢内容によっては保護者・管理職に報告することになる｣と説明してください。生徒がためらう場合は、

事が大きくなってからでは対応が難しいことを説明し、理解を促してください。難しい場合は、外部の相談

機関等の紹介も含め、可能な対応をお願いします。 

 

記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎参考となる資料等 

  ・子供の性被害対策(警察庁) 

  ・インターネット利用に係る児童の犯罪被害等防止啓発動画(公益財団法人警察協会) 

  ・情報モラル教育の充実(文部科学省) 

  ・青少年を取り巻く有害環境対策の推進(文部科学省) 
 

 

 

発見・発生 
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学校内事件（校内暴力）生徒相互の暴力 

対応の手順 事           項 担当者 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

発生と発覚は同時でない場合がある。怪我等が発生した場合は、
「校内における生徒の事故」を参照 
 

 

双方の生徒にそれぞれの言い分を聞き、事件に発展するまでの経
緯・暴力の事実関係について把握する。 
 

 

暴力は絶対にいけないことの指導と、双方の言い分に対するきめ
細かな指導を行う。 
 

 

事件の全容並びに学級担任・生徒指導部がとった措置（事情聴
取と指導）について双方の保護者に連絡をし、今後の指導につい
て協力をお願いする。 
 

事件の全容並びに指導の経過等について生徒指導主事、校長、 
副校長・教頭に報告し、全職員で指導することを確認する。 
 

 

校長の判断で連絡報告を行う。 

 

 

 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

学級担任 

 

 

 

校長 

 

 

学校内事件（校内暴力）対教師暴力 

対応の手順 事           項 担当者 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな小さなことでも対教師暴力は学校にとって大きな事件であ
る。必ず生徒指導主事を経て、副校長・教頭、校長へ報告する。 
 

 

 生徒指導主事（生徒指導部員）が当該生徒に対し教育相談的
に事情聴取をする。当事者の職員については、校長が事情を聞く。
職員が病院へ行く必要があるときは、職員の校内事故に準じて対
応し、その後事情を聞く。 
 

 聴取した事情等から事件の全容を確認しあい、今後の対応の在
り方（生徒への対応・教師の留意点）について検討し、全職員協力
して指導にあたっていくことを共通理解する。 
 

 事件に至るまでの経緯を含めた事件の全容について知らせ、今
後の学校の指導について理解を求め、協力を要請していく。 
 

 

校長の判断で連絡報告を行う。 

 

 

 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

学級担任 

 

 

 

校長 

 

暴力発生 

事情聴取 

指    導 

保護者連絡 

校内連絡 

関係機関 

暴力発生 

報    告 

事情聴取 

職員会議 

保護者連絡 

関係機関 
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学校内事件（いじめ） 

対応の手順 事           項 担当者 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 

↓ 

 

 

 

 

 
いじめについては早期発見に努めるよう心がける。生徒・保護者・
外部からの連絡等により発覚する場合も多い。 
 

 

 

 いじめの状況が認められた場合は、直ちに教育相談担当（または
いじめ対策委員会の委員）・生徒指導主事・教頭・校長に報告す
る。 
 

 

 

 いじめ対策委員会で確認し、教育相談担当（また はいじめ対策
委員会の委員）は被害者・加害者双方に対し、交友の実態・言い
分・意識等について聴取し、その全容を明らかにする。その際、特に
被害者の心情には気を配り、すべてをくみ取り理解していくよう最
大の努力をする。 

 

 

 いじめ対策委員会において、いじめの実態の分析・考察・原因・

今後の指導の在り方、全職員協力した体制、保護者への連絡事項

並びに協力要請等について協議する。 

委員（副校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・教育相談担当 

  ・特支コーディネーター・養護教諭・関係教諭） 

 
 
 協議した指導法に沿って、担任はもちろん全職員並びに保護者

等へも指導の協力を要請していく。 

 

 

 

 校長の判断で連絡を行う。 

 
 

 

 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

 

 

 

学級担任 

生徒指導部 

 

 

 

 

 

学級担任 

 

 

 

 

校長 

 

 

記録欄 

被害生徒                 家庭環境 

 

加害生徒                 家庭環境 

 

   

 

発生日時                 発生場所 

 

概 要 

 

 

 

 

 

 

いじめ発覚 

報    告 

実態調査 

委員会審議 

保護者連絡 

関係機関 
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（６）いじめに対する措置（緊急時の組織的対応） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ情報の共有        

重大事態の 

場合は県教 

育委員会へ 

報告 

 

◇構成員 

 

      副校長・教頭、生徒指導主事、学年主任、 

教育相談担当、特別支援コーディネーター、 

養護教諭、関係教諭、その他 

いじめ対策委員会 

職員会議 

イ いじめの事実を確認した時の対応                   

調査 

確認 

い
じ
め
対
策
委
員
会 

い
じ
め
発
生 

開催する 

開催しない 

 

内容に応じて協議

する場を決定 

生徒指導部 

ア いじめの発見・通報を受けたときの対応 

管理職 

 

発見した職員 

 

通報を受けた 

職   員 

 

教育相談担当 

 （又はいじめ対策委員会の委員） 

いじめ対策委員会 

教育相談担当 
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学               校 

 

        情報提供                 犯罪行為の        連携            連携 

        支援                     通報・対応 

 

 

 県教育委員会 

 

 

 

 

 警察署 

 

 

 

 

 地 域 

 

 

 

 

 

関係機関（福祉・医療等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
保
護
者 

生
徒 

エ 調査・事実関係の把握 

オ 解決に向けた指導及び支援 

カ 関係機関への報告 

キ 継続指導・経過観察 

情
報
提
供 

支
援 

指
導 

支
援 

いじめ対策委員会および生徒指導部を中核に実施 
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１２ 職員の事故 

(１) 学校内における職員の事故 

学校内における生徒の事故に準じる。 

状況に応じて、速やかに配偶者・家族に連絡する。 

 

(２) 学校外における職員の事故 ＜加害者となった場合＞ 

 

 

 

 

 

 交通違反等も、被害者のない事故として本マニュアルに

準じて対応 

 

 

 

 

連  絡 
① 当該職員は副校長・教頭（校長、事務長）に連絡する。 

② 通報事項 氏名、時刻、発生場所、事故・被害者の状況、対応の状況 

 

 

対  処 

③ 当該職員は誠意と責任を持って対応にあたる。 

④ 重大な事態に至ったり状況が変化して場合は、適宜連絡する。 

⑤ 人命にかかわる重大な重大な事故の場合には、校長（副校長・教頭、事務長）が直

ちに病院等へ出向して被害者を見舞い、状況を把握する。 

 

 

状況整理 
⑥ 事故処理等が完全に終わっていない段階では事故等の原因まで言及できないこと

も踏まえて、事故の状況を可能な限り調べ、まとめる。（副校長・教頭） 

県教委報告 ⑦ 県教委へ第一報（校長）。 

 

(３) 学校外における職員の事故 ＜被害者となった場合＞ 

 

 

 

 

 

受  報 
① 通報者または受報者は教頭（校長、事務長）に連絡する。 

通報事項 氏名、時刻、発生場所、事故・怪我等の状況 

 

 

状況確認 

報  告 

② 発 生現 場 ま た は 病 院 へ行 き 、 事 故 の状況 お よ び現 状 を確認 す る 。       

（副校長・教頭） 

③ 確認内容および職員の状況を校長へ報告する。（副校長・教頭） 

 

 

県教委報告 ④ 県教委へ第一報。（校長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生 

 

 

事故発生 
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(４) サイバー事故（ネットワーク等への情報流出、電子情報の紛失等） 

 

 

                        

 

 

 

組織連絡 
① 当該職員は副校長・教頭（校長、事務長）に連絡する。 

② 通報事項 氏名、時刻、事故の内容 

 

 

初期対応 
③ 流出については、ネット上で内容を確認し印刷する。(発見相談者) 

④ 特定できる事実を確認しておく。 

 

 

一次対応 
⑤ 情報流出の場合、管理者やプロバイダーへの連絡、削除依頼等の対応について連

絡。（副校長・教頭） 

 

 

状況整理 ⑥ 状況を可能な限り調べ、まとめる。（副校長・教頭） 

県教委報告 ⑦ 県教委へ第一報（校長）。 

 

記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

記録欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報流出、USB紛失等 
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１３ 新型インフルエンザ・新型コロナの各発生段階における対応 
 

発生段階 対     応 

前段階 

（発生していない状態） 

 ＜基本的な取組＞ 

 

 ＜連絡体制の整備＞ 

 

 

 

＜情報収集及び提供＞ 

 

 

 ＜相談体制＞ 

 

① 感染防止対策と生徒の健康状態把握を徹底する 

② 保健室だより等を通じて、正しい情報・知識・予防方法等を周知する 

③ 学校医や学校薬剤師の指導のもと感染予防に必要な備蓄の確保を行う 

④ 臨時休業の措置基準や発生時の対応について予め確認を行う 

① 校内連絡体制（職員、生徒連絡網）及び関係機関(県教育委員会、学校   

医、保健所、医療機関等)への連絡体制を確認する 

② 対策委員会を開き、外部対応、応急措置、情報収集について体制を整備する 

① 関係機関(県教育委員会、学校医、保健所、医療機関等)との連携により、  

最新の情報を常に収集し、生徒、保護者へ周知する 

② 海外への修学旅行を予定している場合、訪問先の状況等を調査の上、実  

施の決定をし、新聞やインターネット等を通じて常に最新の情報を収集する 

① 学校医等による相談体制を整えるとともに、保健所に設置される新型インフ

ルエンザ・新型コロナ相談窓口を確認し、生徒・保護者へ周知する 

 

第１段階 

（海外発生期） 

○体制整備・情報提 

 供の強化を図る 

① 関係機関と連携をとりながら情報収集を行い、あらゆる機会を通じて新型イ

ンフルエンザ・新型コロナに関する情報の提供を行う 

② 生徒の健康状態の確認を行う（発生国から入国した生徒等） 

③ 感染防止対策を家庭においても徹底するよう周知する 

④ 国内発生に備えた校内体制の整備、確認を行う 

 

第２段階 

（国内発生早期） 

○感染拡大を可能な 

 限り抑える 

○生徒の安全を確保 

 する 

① 感染防止対策と生徒の健康観察を徹底し、症状がある(と疑われる)場  

合には学校医や保健所に連絡し、医療機関への受診を勧める 

② 本県または当地域において発生した場合には、学校行事、学校管理下  

の集団行動、対外試合等の参加自粛や中止の措置を徹底する 

③ 本校において発生した場合には、早急に県教育委員会や学校医、保健所  

等と協議し、適切な措置をとる 

④ インフルエンザ・コロナ感染が疑われる症状が現れた場合には学校へは登  

校せず医療機関や保健所に設置された相談窓口の利用を勧める 

⑤ 医師により新型インフルエンザ・新型コロナと診断された場合には、速やか  

に学校へ連絡し、医師の指示に従って行動する 

 

第３段階 

（感染拡大期・まん延期・

回復期） 

○健康被害を最小限 

 に抑える 

① 第２段階までの対策を強化する 

② 職員・生徒・保護者との連携を密に行い、健康状況を把握する 

③ 感染防止対策の徹底、不要不急の外出を避けるよう家庭へ周知する 

④ 校内感染拡大の場合には、県教育委員会や保健所等の指示に従い、状  

況に応じて、適切な期間、臨時休校等の措置をとる 

 

第４段階 

(患者の発生が減少  

 し､低い水準で停滞) 

○生徒の回復を図り、 

 流行の第２波に備 

 える 

① 生徒の健康状況の把握を行い、流行の第２波に備えた感染防止対策を  

継続実施し、必要に応じて臨時の健康診断を行う 

② 臨時休業等の解除については、生徒の健康状況に十分に配慮し、国や新型

インフルエンザ・新型コロナ総合対策本部の方針に基づいて対応を行う 

③ 登校再開に備えた指導を職員間で確認し、生徒の心のケアに努める 

④ 学校医等による相談体制を継続する 
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宮崎県立日向高等学校長　　殿

※地図を記入し、登下校時の緊急避難場所①～③を記入する。

いつ起こるかわからない災害に備えて、ご家族でじっくり話し合いをして下さい。

自宅滞在中の避難場所

避難場所① 千代田病院

避難場所②

【通学路】

日向高校

通学区分
①徒歩　　　　②自転車　　　　③バス　　　　④電車　　　　　⑤車

⑥電車＋徒歩　　　　　⑦電車＋自転車

登下校中の緊急避難場所（避難ビル等）

避難場所① 千代田病院

避難場所② 日知屋東小学校

避難場所③ 定善寺

家族合流場所

現住所 日向市大字〇〇〇〇〇〇〇〇

緊急連絡先

緊急連絡先① TEL：090-××××ー××××　　　続柄（　　父　　）

緊急連絡先② TEL：090-××××ー××××　　　続柄（　　母　　）

緊急連絡先③ TEL：090-××××ー××××　　　続柄（　祖 母　）

登下校時の緊急避難場所調査
令和     年　　　月　　　　日

生徒名 （　１　）年（　１　）組（　２１　）番　　　　生徒名（　日向　花子　）

保護者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者名（　日向　太郎　）

①②

③

見本
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１３ 登下校時の緊急避難場所調査 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎県立日向高等学校長　　殿

登下校時の緊急避難場所調査

令和     年　　　月　　　　日

生徒名

保護者名

（　　　）年（　　　）組（　　　）番　　　　生徒名（　　　　　　　　  　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　保護者名（　　　　　　　　  　　　　　　　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　

通学区分
①徒歩　　　　②自転車　　　　③バス　　　　④電車　　　　　⑤車

⑥電車＋徒歩　　　　　⑦電車＋自転車

現住所

緊急連絡先①

緊急連絡先②

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）

TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　続柄（　　　　　　　）　緊急連絡先

緊急連絡先③

家族合流場所

自宅滞在中の避難場所

登下校中の避難場所

避難場所①

避難場所②

避難場所③

※地図を記入し、登下校時の避難場所①～③を記入する。

いつ起こるかわからない災害に備えて、ご家族でじっくり話し合いをして下さい。

避難場所①

避難場所②

【通学路】
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１４ 危機管理関係機関等一覧 
 

    校 長(               )副校長・教頭(              )  

    事務長(               )    

関 係 機 関 T E L F A X 

 日向警察署  ５３－０１１０  ５３－０１１０            

 消防・救急車  １１９  

宮
崎
県
教
育
委
員
会 

高
校
教
育
課 

 生徒指導・安全担当  ０９８５－２６－７２３８  ０９８５－２６－０７２１ 

 産業教育担当  ０９８５－４４－２６０１  ０９８５－２６－０７２１ 

 高校教育担当  ０９８５－２６－７０３３  ０９８５－２６－０７２１ 

 特別支援教育室  ０９８５－２６－７７８３  ０９８５－２６－７３１４ 

 教職員課  ０９８５－２６－７２４１  ０９８５－２８－２７５７ 

 総務課  ０９８５－２６－７２３３  ０９８５－２６－７３０６ 

近
隣
県
立
学
校 

 富島高等学校（全日制）  ５２－２１５８  ５４－９５１０ 

 富島高等学校（定時制）  ５２－４０７５  ５２－４０７５ 

 日向工業高等学校  ５７－１４１１  ５７－２１４６ 

 門川高等学校  ０９８２－６３－１３３６  ０９８２－６３－５１９４ 

 日向ひまわり支援学校  ５４－９６１０  ５４－９６１２ 

 日向市役所（代）          ５２－２１１１  ５４－８７４７ 

 日向市教育委員会総務課  ５５－８０８９  ５４－２１８９ 

 日向市保健所  ５２－５１０１  ５２－５１０４ 

 延岡市役所（代）  ０９８２－３４－２１１１  ０９８２－３４－２１１１ 

 延岡市教育委員会総務課  ０９８２－２２－７０３０  ０９８２－２２－７０３７ 

 門川町役場（代）  ０９８２－６３－１１４０  ０９８２－６３－１３５６ 

 門川町教育委員会総務課  ０９８２－６３－５９５０  ０９８２－６３－５３４９ 

 美郷町役場（代）  ０９８２－６６－３６００  ０９８２－６６－３１３７ 

 美郷町教育委員会総務課  ０９８２－６６－３６０８  ０９８２－６６－２１３１ 

 日向生徒寮  ５２－２８０５  ５２－２８０５ 

医
療
機
関 

 千代田病院  ５２－７１１１   ５３－６１８８ 

 和田病院  ５２－００１１  ５４－４３２０ 

 日向病院  ０９８２－６３－１３２１  ０９８２－６３－４３７０ 

 宮崎県立延岡病院  ０９８２－３２－６１８１  ０９８２－３２－６７５９ 

 企業警備(株)  ０９８２－３４－１１１３  ０９８２－２２－８０１７ 

交
通
機
関 

 ＪＲ日向駅  ５２－３０６１  ５２－３０８４ 

 ＪＲ延岡駅  ０９８２－３５－８２６０  ０９８２－３１－１４５４ 

 宮崎交通延岡バスセンター  ０９８２－３２－３３４１  ０９８２－３２－５３２２ 

 西郷バス  ０９８２－６６－３６０８  ０９８２－６６－２１３１ 

 


